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渡 部 純 三 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越 智 徹 主 査 

 

 

渡 部 純 三 局 長 

 

 

菊 原 勇 作 主 査 

 

 

渡 部 純 三 局 長 

 

 

 

山本英紀会計年度任用職員 

 

 

渡 部 純 三 局 長 

 

 

 

 

伊 賀 上 大 輔 次 長 

 

 

御起立願います。礼。御着席ください。 

総会の開会に先立ちまして、先の人事異動に伴い、事務局職員に異動がござい

ましたので、御報告いたします。 

まず、転出となった職員は、総務・農政班の伊達瑞穂主任が、福祉推進部指導

監査課に転出いたしました。また、住田英俊次長と大政敏夫会計年度職員が御退

職されました。 

次に、転入となった職員を御紹介いたします。 

資産税課から越智徹主査です。 

 

 

越智です。よろしくお願いいたします。 

 

 

市場管理課から菊原勇作主査です。 

 

 

菊原です。よろしくお願いいたします。 

 

 

それぞれ総務・農政班に、配属をされました。 

あと、山本英紀会計年度任用職員です。 

 

 

山本英紀です。よろしくお願いします。 

 

 

新たに総務・農政班に、配属されました。 

最後、転用・調整班、伊賀上大輔副主幹が事務局次長、主幹待遇に御昇任され

ました。 

 

 

伊賀上です。引き続き、よろしくお願いします。 
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渡 部 純 三 局 長 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊 賀 上 大 輔 次 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

なお、地区別担当者及び事務局の配席図をお手元にお配りしておりますので、

御確認願えたらと思います。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

 

よろしくお願いいたしします。 

ただ今より、第 246回総会を開会いたします。 

本日は、委員の過半数が出席されておりますので、法律第 27条第 3項の規定

により、総会が成立いたしております。 

続きまして、本日の議事録署名人には河野地区の竹田和司委員と粟井地区の樋󠄀

野定計委員のお二人にお願いいたします。 

また、地元説明のため、潮見地区の宮内光樹推進委員と立岩地区の二宮正志推

進委員、正岡地区の徳永保王委員に御出席をいただいております。 

よろしくお願いいたします。 

本日はお手元に配布されております議案書のとおり、第１号～第 12号までの

12件の議案が提出されております。御審議をよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号～第３号までを議題といたします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、議案第１号と議案第２号を御報告いたします。 

令和６年２月 26日から令和６年３月 25日までに専決処理した案件は４条届出

が３件、５条届出が 16件で届出内容は議案記載のとおりでございます。 

これらの届出につきましては、適法な届出となっておりましたので、それぞれ

届出日から５日以内に専決処理を行い、受理通知書を交付いたしました。 

続きまして、議案第３号を御報告いたします。 

１番、本件は残存小作でございます。 

本件は賃借人が申入れを行い、合意解約が成立したもので、解約後は、賃貸人

が他の就農者へ貸すとしております。離作補償は無いとしております。 

以上でございます。 

 

 

以上で説明は終わりました。 

本件について御異議等はございませんか。 
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

伊 賀 上 大 輔 次 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第４号、「農地法第３条許可申請」について議題といたします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

恐れ入りますが、議案の訂正と修正をお願いいたします。 

まず、議案書の８ページの番号 12の左から５列目の申請地の地番、「641の

３」の前に「甲」、「甲乙丙」の「甲」が抜けておりましたので、訂正をお願いい

たします。 

次に、議案書９ページの番号 18の左から３列目の譲渡人の住所地が「別府

町」となっておりますが、申請後に、「高浜町六丁目」へ転居しましたので、「高

浜町六丁目」へ修正をお願いいたします。 

それでは、御説明いたします。 

お手元に審査基準１号から６号までを整理した農地法第３条調査票がございま

すので、あわせて御覧ください。 

まず、本総会で御審議いただく新規農業の案件 10件を、一括にて御説明いた

します。 

６ページの１番と２番、同じく６ページの５番から８ページの７番まで、８ペ

ージの９番と 10番、９ページの 16番、18番、22番の譲受人は新規農業者でご

ざいます。 

この度、申請地を取得及び、借り受け、新たに農業経営を始めたいとしており

ます。 

なお、本案件は、新規農業となる案件でございますので、後ほど、地元委員の

補足説明を願った上で御審議をお願いいたします。 

３番、譲受人は、農地約 41アールを耕作する農家でございます。この度、贈

与により申請地を取得し、農業に精進するものでございます。 

４番、譲受人は、農地約 51アールを耕作する農家でございます。この度、申

請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

８番、譲受人は、農地約 38アールを耕作する農家でございます。この度、申

請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

11番、譲受人は、農地約 168アールを耕作する農家でございます。この度、耕

作利便な申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

12番、13番は譲受人が同一人ですので、あわせて御説明いたします。 

譲受人は、農地約 58アールを耕作する農家でございます。この度、耕作便利な

申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

14番、譲受人は、農地約 14アールを耕作する農家でございます。この度、申

請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

15番、譲受人は、農地約 83アールを耕作する農家でございます。この度、申

請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

17番、譲受人は、農地約 170アールを耕作する農家でございます。この度、耕

作利便な申請地を借り受け、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

19番、譲受人は、農地約 109アールを耕作する農家でございます。この度、申

請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

20番、譲受人は、農地約 72アールを耕作する農家でございます。この度、耕

作利便な申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

21番、譲受人は、農地約 93アールを耕作する農家でございます。この度、耕

作利便な申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

23番、譲受人は、農地約 185アールを耕作する農家でございます。この度、耕

作利便な申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

24番、譲受人は、農地約 308アールを耕作する農家でございます。この度、申

請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

25番、譲受人は、農地約 64アールを耕作する農家でございます。この度、申

請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

以上でございます。 

 

 

それでは、地元委員からの補足説明をお願いいたします。 

新規農業の案件が、１番、２番、５番、６番、７番、９番、10番、16番、18

番、22番の 10件であります。 

１番と２番は所在地が伊台地区でありますので、𠮷岡委員から説明をお願いし

ます。 
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𠮷 岡 幸 二 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

宮 内 祥 二 郎 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

藤 岡 正 勝 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、説明します。 

先ほど事務局から説明がありました案件について、申請人は、三番町にお住ま

いで、２年間の農業技術研修を受けられ、この度、伊台地区で新規農業、農業経

営を始めるものです。 

地区審査において、真剣に農業に取り組む姿勢が見受けられましたので、これ

を了承いたしました。 

なお、本総会での御審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

続きまして、５番、６番、７番は、所在地が小野地区でありますので、宮内祥

二郎委員から説明をお願いします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

先ほど事務局から説明がありました案件について、申請人は、平井町にお住ま

いで、２年間の農業技術研修を受けられ、この度、小野地区で新規に農業経営を

始めるものです。 

地区審査においても、真剣に農業に取り組む姿勢が見受けられましたので、こ

れを了承いたしました。 

なお、本総会で御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

続きまして、９番、10番は所在地が久谷地区でありますので、藤岡委員から説

明をお願いします。 

 

 

よろしくお願いします。 

先ほど事務局から説明がありましたとおり、譲受人は、石井地区にお住まい

で、この度、久谷地区の農地を借受け、新規に農業経営を始めるものです。 

伊予市の農地も権利取得する予定とのことで、将来的には、法人化を目指すと

しております。既に地域の役員や農業者とのコミュニケーションを取っているな

ど、農業に対する意欲も十分に見受けられましたので、地元としては了承いたし

ました。 

なお、本総会での御審議、よろしくお願いいたします。 
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

﨑 山 孝 司 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

山 岡 欣 也 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

宮 内 光 樹 推 進 委 員 

 

 

 

続きまして、16番は所在地が生石地区でありますので、﨑山委員から説明をお

願いします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

先ほど事務局から説明がありました案件について、申請人は、今在家にお住ま

いで、この度、生石地区で新規に農業経営を始めるものです。 

申請人は、以前から営農に携わっており、営農に必要な栽培技術も十分あるこ

とから、これを了承いたしました。 

なお、本総会での御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

続きまして、18番は所在地が興居島地区でありますので、山岡委員から説明を

お願いします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

先ほど事務局から説明がありました 18番の案件について、申請人は、由良地

区にお住まいで、この度、同地区内の農地を所有し、新規に農業経営を始めるも

のです。 

申請人は飲食業を兼業しており、生産される季節野菜についても、店舗での販

売や加工が計画され、農業者として真剣に農業に取り組む姿勢が見られましたの

で、これを了承いたしました。 

なお、本総会での御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

続きまして、22番は所在地が潮見地区でありますので、宮内光樹委員から説明

をお願いします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

山 岡 美 明 副 主 幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほど事務局から説明がありました 22番の案件について、申請人は山越にお

住まいで１年間の農業技術研修を受け、高齢で労力不足となった申請地を賃貸借

し、新規に農業を始めたいと申請に及んだもので、地区審査においても真剣に農

業に取り組む姿勢が見られましたので、これを了承いたしました。 

なお、本総会での御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局並びに地元説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第５号、「農地法第４条許可申請」について議題といたします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

１番、本件申請人は、社会福祉事業を行う法人です。現在、利用者がパン作り

をしている工房の施設老朽化に伴い、衛生面での課題が深刻になってきたことか

ら、新たにパン工房及び福祉サービス事業事務所を建設したいと申請に及んだも

のです。 

本申請地は、令和元年９月総会において、３条許可を行い、当該法人の利用者

が昨年 10月まで耕作をしていましたが、利用者の高齢化や指導者の退職によ

り、今後耕作をする見込みがなくなった農地です。また農地区分は、住宅・事業

所等が連たんしている区域に近接する区域で、おおむね 10ヘクタール未満の農

地であることから、第２種農地と判断されます。 

なお、申請面積が 1,000平方メートルを超える案件ですので、後ほど、地元委

員の補足説明を願ったうえで、御審議をお願いいたします。 

２番、本件申請人は、外壁工事業を営む個人事業主です。業務に使用するサイ

ディング材などの資材を置く場所がなく、業務に支障が出ているため、申請地を

露天資材置場として利用したいと申請に及んだものです。 
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

藤 岡 正 勝 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

本申請地の農地区分は、住宅・事業所等が連たんしている区域に近接する区域

で、おおむね 10ヘクタール未満の農地であることから、第２種農地と判断され

ます。 

以上でございます。 

御審議をよろしくお願いします。 

 

 

それでは、地元委員から補足説明をお願いいたしします。 

１番の案件は、1,000平方メートルを超える案件で所在地が久谷地区でありま

すので、藤岡委員から説明をお願いします。 

 

 

御説明します。 

先ほど事務局から説明がありましたとおり、申請人は、児童養護施設や障害者

支援施設の経営を行う社会福祉法人で、地域の障がい者福祉の拠点としての役割

を担っています。 

現在、営業しているパン工房が老朽化しているため、店舗を返却し、新店舗と

して、社会福祉施設を建設したいとしております。 

転用によって生じる被害の防除措置も十分行うということから、地元としては

了承いたしました。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

事務局並びに地元説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

 なお、この案件につきましては、県許可分であります。直ちに意見を付して県

知事に送付させていただきます。 

次に、議案第６号、「農地法第５条許可申請」について議題といたします。 
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山 岡 美 明 副 主 幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

１番、本件受人は、議案書記載の内容にて分家住宅を建築したいとしており、

都市計画法上の開発許可も許可見込みでございます。 

本申請地の農地区分は、住宅・事業所等が連たんしている区域に近接する区域

で、おおむね 10ヘクタール未満の農地であることから、第２種農地と判断され

ます。 

２番、本件受人は、自動車運送業を行う法人です。運搬車両の増加や新規受注

により、運搬車両の保管場所が不足する事態となっています。そこで、新たに申

請地を露天駐車場として利用したいと申請に及んだものです。 

本申請地の農地区分は、住宅・事業所等が連たんしている区域に近接する区域

で、おおむね 10ヘクタール未満の農地であることから、第２種農地と判断され

ます。 

また、申請面積が 1,000平方メートル以上の案件ですので、後ほど、地元委員

の補足説明を願ったうえで御審議をお願いいたします。 

３番、本件受人は、土木建築業を営む法人です。事業拡大により事業用車両等

が増加し既存の置場が手狭となっていることから、本申請地を露天駐車場及び露

天資材置場として利用したいと申請に及んだものです。 

本申請地の農地区分は、住宅・事業所等が連たんしている区域に近接する区域

で、おおむね 10ヘクタール未満の農地であることから、第２種農地と判断され

ます。 

また、申請面積が 1,000平方メートル以上の案件ですので、後ほど、地元委員

の補足説明を願ったうえで御審議をお願いいたします。 

４番、本件受人は、議案書記載の内容にて分家住宅を建築したいとしており、

都市計画法上の開発許可も許可見込みでございます。本申請地の農地区分は、住

宅・事業所等が連たんしている区域に近接する区域で、おおむね 10ヘクタール

未満の農地であることから、第２種農地と判断されます。 

以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。  

 

 

それでは、地元委員から補足説明をお願いします。 
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池 田 功 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

二 宮 正 志 推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

２番の案件は、1,000平方メートルを超える案件で所在地が余土地区でありま

すので、池田功委員から説明をお願いします。 

 

 

それでは、説明させていただきます。 

先ほど事務局から説明がありましたとおり、申請人は、自動車運送業を営んで

います。現在、運搬した車両を保管する駐車場が不足しているため、申請地を露

天駐車場として利用したいと申請に及んだものです。 

地元土地改良区とも協議済であり、転用によって生じる被害の防除措置も十分

行うということから、地元としては了承いたしました。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

続きまして、３番の案件は、1,000平方メートルを超える案件で、所在地が立

岩地区でありますので、二宮正志推進委員から説明をお願いします。 

 

 

補足説明をいたします。 

先ほど事務局から説明がありましたとおり、申請人は主に建設業を営む法人で

あります。現在の資材置場及び駐車場では手狭なことから、この度、申請地を取

得し、露天資材置場兼露天駐車場として利用するため、申請に及んだものです。

転用によって生じる被害の防除措置も十分に行うとのことから、地元といたして

は了承をいたします。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

事務局並びに地元説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 
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前 田 晴 雄 主 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

なお、この案件につきましては、県許可分であります。直ちに意見を付して県

知事に送付させていただきます。 

次に、議案第７号、「令和６年度第１号農用地利用集積計画」について議題と

いたします。 

なお、御審議をしていただく前にお願いがございます。本日、御出席をいただ

いております委員が譲受人の案件がございます。法律第 31条の議事参与の制限

の規定に基づき、着席のままで結構ですので、退席をされたということで、議事

に参加されないようお願いいたします。 

それでは、事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、御説明させていただきます。 

本日の案件 51件の内、使用貸借権の設定は 70筆、賃借権が 45筆、所有権移

転が４筆で、総設定面積は 102,918㎡です。その内訳は、新規が３筆、更新が

100筆、再設定が 12筆、売買が４筆となっています。 

番号５の譲受人は、約 290アールを耕作する農業生産法人で、新たに使用貸借

権を設定し、経営規模を拡大するとしています。 

番号 37の譲受人は、約 131アールを耕作する農業者で、新たに使用貸借権を

設定し、経営規模を拡大するとしています。 

番号 50の譲受人は、約 483アールを耕作する農業者で、水田を売買により取

得し、経営規模を拡大するとしています。 

番号 51の譲受人は、約 59アールを耕作する農業者で、樹園地を売買により取

得し、経営規模を拡大するとしています。 

以上、計画の内容は、経営面積及び農作業従事日数など、農業経営基盤強化促

進法第 18条第 3項の各要件を満たしていると考えます。 

なお、松山市の公告日は、令和６年４月 17日となっております。 

以上でございます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

以上で説明は終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

前 田 晴 雄 主 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に議案第８号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」議題と

いたします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

農地を相続し、相続人が相続税の納税猶予を希望した農地につきまして、相続

人が相続後も適正に耕作を継続する場合、租税特別措置法第 70条の６第１項の

規定により、相続税の納税を猶予することができる条件の一つを満たすこととな

ります。 

これは税務署の制度ではありますが、農業委員会は、農業委員会等に関する法

律第６条第１項第３号の事由により、猶予を受けようとする者が適格性を有する

かどうかを判断し、「適格者である旨の証明書」の交付を行うこととなっていま

すことから、本日の案件といたしております。 

なお、最終的に議案記載の農地の相続税の納税猶予を認めるかどうかにつきま

しては、税務署の判断となります。 

番号１から番号２の相続税の納税猶予を受ける相続人につきまして、これまで

農業に従事していたことなど、納税猶予を受ける適格性につきまして、問題がな

い旨の地元委員の副申書も添付され、農地も適正に耕作をされています。 

以上でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

以上で説明は終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

伊 賀 上 大 輔 次 長 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

前 田 晴 雄 主 査 

 

 

 

 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第９号、「農地法第３条の３の規程による届出専決処理報告」につ

いて議題といたします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、御報告いたします。 

令和６年２月 26日から、令和６年３月 25日までに、専決処理した案件は 38

件で、届出内容は、議案記載のとおりでございます。 

これらの届出につきましては、適法な届出となっておりましたので、専決処理

を行い、受理通知書を交付いたしました。 

以上でございます。 

 

 

以上で説明は終わりました。 

本件について、御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第 10号、「耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当

するか否かの判断について」議題といたします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

本日、御審議いただく案件は、正岡地区の案件でございます。 

私から状況を御説明させていただいた後に、対象地の管轄の委員から補足説明

をいただきまして、議案書に記載している対象地が農地に該当するか否かについ

て、御審議をお願いいたします。 

令和６年２月 19日に土地所有者から農業委員会事務局に対して、非農地の判

断を依頼してきたものです。対象地については、荒廃農地の発生・解消状況に関
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

徳 永 保 王 推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

する調査要領に基づく調査による、農地法第２条第１項「農地」に該当するか否

かの判断が必要であることから、本日御審議いただくこととなりました。 

お手元に現地の状況を取りまとめた資料をお配りしておりますので、御覧くだ

さい。 

現地調査については、令和６年３月 12日に、所在地である正岡地区の徳永茂

之推進委員と徳永保王推進委員に事務局職員も同行し、実施いたしました。 

２ページは、対象地を記載した地図の位置図です。 

３ページは、登記簿の写しです。 

４ページは、公図の写しです。 

５ページ～10ページは、対象地を撮影した写真です。 

説明は以上です。 

御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

それでは、地元委員から補足説明をお願いいたします。 

１番は所在地が正岡地区でありますので、徳永保王推進委員からお願いいたし

ます。 

 

 

それでは、説明します。 

令和６年３月 12日に、私と徳永茂之推進委員と事務局職員で現地調査を行い

ました。 

申請地は正岡地区で、申し出のあった土地は、高田乙 289番地の 2です。元々

は、柑橘を栽培していた樹園地でしたが、急斜面で面積が広い一方、園地内の作

業道や農機具や自動車が入るように整備されておらず、また、労働不足等によ

り、数十年前から耕作されていないため、現在、雑木等が繁茂し、山林と一体化

している状態でした。そのため、農地として復元するには、極めて困難であると

考えられることから、農地性はないと判断しました。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

 

事務局並びに地元説明が終わりました。 

本件について、全て「非農地」という判断で御異議ございませんか。 
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

山 岡 美 明 副 主 幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、関係先等へ判断結果を通知いたします。 

次に、議案第 11号、「松山農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定につ

いて」議題といたします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

本件は、申出者より「農業振興地域の整備に関する法律」で定める農用地区域

からの除外をしてほしい旨の申請、申し出があり、それを受けて松山市が農業振

興地域整備計画を変更するにあたり、当該法律の規定に基づき、農業委員会の意

見を求めてきたものでございます。 

本議案記載の申出地８筆は、令和５年 12月 11日の第 242回総会において、既

に非農地との判断を行っています。そのため、農地基本台帳上、非農地となって

いる土地ではありますが、申出者より、改めて農用地区域除外の申し出があり、

除外の手続上、必要であることから、本総会において意見の決定を行うもので

す。 

本件、各申出地の農用地区域からの除外に係る計画変更は適当と思われます

が、本総会にて意見の決定をお願いいたします。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

以上で説明は終わりました。 

本件について、御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案どおり承認することといたします。 
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前 田 晴 雄 主 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、議案第 12号、「令和６年度・最適化活動の目標の設定等（案）につい

て」議題といたします。 

事務局から説明いたします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

国は、「農業委員会による最適化活動の推進等について」これに係る令和６年

度の目標を、４月末までに公表し報告することとしております。 

そこで、「令和６年度・最適化活動の目標設定（案）」について、本総会で御諮

りするものです。 

早速ですが、49ページにあります、１番の農業委員会の状況については割愛さ

せていただき、次の 50ページを御覧ください。「２番の最適化活動の目標」から

となりますが、「１の最適化活動の成果目標」の（１）の農地集積の①の現状に

ついては、これまで 1,965ヘクタールが集積され、集積率は 37.8％となっていま

す。課題としては、認定農業者等の担い手への農地利用集積が行われています

が、農業従事者の減少や高齢化などから、経営の規模拡大が低迷している状況が

見受けられ、今後も継続的に担い手の育成や新規就農者への農地の利用集積を進

めて行くことが重要としています。 

次に②の目標については、昨年９月に改正されました「松山市農業経営基盤の

強化の促進に関する基本的な構想」に基づき、「農地の集積目標年度」を令和 15

年とし、集積率についても 40％を目指します。また、「今年度の新規集積面積」

については 12ヘクタールを目標といたします。 

次に、「（２）遊休農地の解消」の①の現状ですが、１号遊休農地は７ヘクター

ルで、課題としては、利用意向調査で貸付けを希望される所有者が多い一方で、

当該農地が中間管理機構の借受け要件を満たさないといったことから、解消に繋

がりにくい状況が見受けられます。 

次に、②の目標の「ア、既存遊休農地の解消」については、令和３年度の利用

状況調査で判明した面積について解消していきますので、「令和３年度の利用状

況調査における緑区分の遊休農地」、６ヘクタールに対し「緑区分の遊休農地の

解消目標面積」は１ヘクタールとなります。また、一番下の「イ、新規発生遊休

農地の解消」については１ヘクタールといたします。 

次に 51ページを御覧ください。「（３）新規参入の促進」の①の現状ですが、

令和５年度は 41経営体、13.9ヘクタールとなっており、課題としては、担い手
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寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

前 田 晴 雄 主 査 

 

 

の高齢化や後継者不足による農業の担い手の減少があり、担い手の育成や安定的

な農業経営を行えるよう、農地等の確保が重要となっています。 

次に、②の目標の「新規参入への貸付けについて、農地所有者の同意を得た上

で公表する農地の面積」については 1.6ヘクタールといたします。 

次に、「２の最適化活動の目標活動」の「（１）推進委員等が最適化活動を行う

目標日数」については、1人当たりの活動日数を、昨年と同様に毎月８日といた

します。その下の「（２）活動強化月間の設定目標」の回数は 1回で、８月～10

月までの３ヶ月間を遊休農地の解消に取り組むこととし、利用状況調査の実施及

び農地所有者への声掛けなどを行います。その下の「（３）新規参入相談への参

加目標」は、地区審査など年間を通じて新規就農者への相談を行うこととし、参

加回数を１回としています。 

以上が、令和６年度の最適化活動の全体目標となります。この全体目標におけ

る各地区の委員御一人御一人に対する、令和６年度の成果目標については、「令

和６年度推進委員等の最適化活動点検・評価シート」を作成して、５月 27日、

月曜日に開催を予定しております、第 248回の全体総会にて個別に御渡しするこ

ととともに、改めて御説明させていただく予定です。 

説明は以上となります。 

 

 

以上で説明は終わりました。 

本件について、御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案どおり承認することといたします。 

以上で、本日の提出議案 12件の審議は全て終了いたしました。 

次に、事務局からお願いします。 

 

 

それでは、まず始めに、今年度の利用権設定の運用について、農林水産振興課

から説明がありますので、よろしくお願いします。 
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農林水産振興課石本遼主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前 田 晴 雄 主 査 

 

 

 

 

 

前 田 晴 雄 主 査 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

失礼します。松山市農林水産振興課の石本と申します。よろしくお願いしま

す。 

私からは、農業経営基盤強化促進法の利用権設定事業、いわゆる基盤法の権利

設定を行うものの、運用について御説明させていただきます。お手元に資料とし

て、「農業経営基盤強化促進法に規定する利用権設定等促進事業の運用につい

て」という資料をお配りしていると思いますが、そちらを御覧ください。この資

料の内容を要約して御説明させていただくと、基盤法の利用権設定等につきまし

ては、法律上「市町村基本構想に適合すること」ということが要件として定めら

れており、昨年度は認定農業者などの「担い手」であることを基準にこの要件を

判断していましたが、今年度はＪＡ等からの要望もあったことから、再度基準を

検討し、その結果「3,000平方メートル以上の経営規模」又は「担い手」である

ことを基準とさせていただきました。そのため、「担い手」でなくても「3,000平

方メートル以上の経営規模」があれば、基本構想の要件を満たすと判断できます

ので、ここで皆様にお知らせさせていただきます。 

なお、基盤法の利用権設定の申し出をする場合の窓口は、農業委員会になりま

すので、こちらもあわせて、再度、御説明させていただきます。その他の詳細に

つきましては、お配りした資料に記載がありますので御覧ください。簡単ではあ

りますが、以上となります。 

 

 

何か、御質問等ございませんか。 

 

 

〔なし〕 

 

 

それでは、次回の総会の日程についてですが、来月、第 247回総会は、5月 10

日 金曜日 午前 10時 30分から、こちらの会議室で開催する予定です。 

よろしくお願いいたします。 

連絡事項は以上です。 

 

 

以上をもちまして、本日の第 246回総会を閉会します。 
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渡 部 純 三 局 長 

 

 

 

 

御起立願います。礼。お疲れ様でした。 

 

 

午前 11時 10分閉会 

 

 


